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１．  プログラム策定の背景 

平成２４年４月以降、全国各地で通学途上の児童が死傷する交通事故が相次いで発

生しました。 
これらの事故を受けて、「通学路における交通安全を一層確実に確保することが重要

である。」とのことから、文部科学省、国土交通省及び警察庁の３省庁が連携して対応

策を検討し、「通学路における緊急合同点検等実施要領」が示されました。 

市教育委員会では、当該実施要領の規定に従い、学校、ＰＴＡ、警察、道路管理者

などの関係機関と相互に連携した上で、「緊急合同点検」を平成２４年８月に実施する

とともに、緊急性、実現性の高い箇所から安全対策を実施してきました。 
 この関係機関連携による取組により、一定の成果が得られたことから、今後も

継続的に通学路の安全対策に取り組むため、「相模原市通学路交通安全プログラム」

を策定しました。 
 

２．  推進体制 
 市民、地域団体、警察、事業者、行政機関等が協力しながら通学路における交

通安全対策を推進します。また、市教育委員会は、市民、地域団体、警察、事業

者、行政機関等で構成される「相模原市安全・安心まちづくり推進協議会」（以下

「安心協」という。）へ定期的に通学路の安全対策の実施結果を報告し、意見を伺

います。 
 
３．  基本的方針 

（１） 基本的な考え方 
継続的に通学路の安全を確保するため、年間を通じて随時、通学路の交通安全

対策を実施します。また、年間の取組みの成果を定期的に集約・把握し、安全対

策の内容の改善・充実を行い、通学路の安全性の向上を図ります。 
 

（２） 安全対策の進め方 
① 通学路の点検 

各学校は、毎年度の通学路の設定にあたりＰＴＡや地域の協力のもと、

通学路の安全性を確認するとともに、年間を通じて安全性を点検し、要対

策箇所の把握に努めます。 
 

② 改善要望 
      各学校は、ＰＴＡや地域の要望を取りまとめたうえで、随時、改善要望を

市教育委員会に提出します。市教育委員会は、年間を通じて随時、学校から

通学路の安全対策に係る改善要望を受け付けます。 
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③ 対策の実施 
市教育委員会は、学校からの改善要望を受け、現地の状況を把握した上

で警察、関係機関と連携し、安全対策を検討、実施します。 
また、要望に応じて学校、ＰＴＡ、市教育委員会、警察および関係機関

と通学路を合同で点検します。 
 

④ 対策実施状況の把握と報告 
 市教育委員会は関係機関が行った安全対策の実施結果を定期的に取り

まとめ、全市における対策実施状況を把握します。とりまとめた安全対策

の実施結果は、安心協に報告し、意見を伺います。 
 

⑤ 対策の改善・充実 
 市教育委員会は、安心協の意見等を参考に、さらなる安全対策の改善・

充実を図ります。 
 

[通学路安全確保のＰＤＣＡサイクル概要] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｐｌａｎ

・学校による安全点検

・改善要望の提出

・合同点検

Ｄｏ

・対策の実施

Ｃｈｅｃｋ

・対策状況の把握

Ａｃｔｉｏｎ

・対策の改善、充実
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４．  公表 
（１） 基本方針の公表 

地域住民、道路利用者等の協力を得るため、本プログラムを相模原市の通 
学路における交通安全対策の基本方針として、市のホームページなどで公 

表します。 
 
（２） 対策実施箇所の公表 

年間の安全対策実施箇所をまとめた一覧を作成し、市のホームページなど

で公表します。 
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